
施設名 条件 補助金額

市販雨水貯留槽
（雨水タンク）

100ℓ以上200ℓ未満

工事費の1/2

1基当たり限度額 18,000円

200ℓ以上 1基当たり限度額 25,000円

浸透ます 口径又は内法300mm以上 1箇所当たり限度額 9,000円

浸透管 口径50ｍｍ以上 1ｍ当たり限度額 3,000円

浸透側溝 内法250ｍｍ以上 1ｍ当たり限度額 8,000円

透水性舗装 面積10㎡以上 1㎡当たり500円

既存浄化槽転用
雨水貯留槽

3㎥未満

工事費の2/3

1基当たり限度額 75,000円

3㎥以上10㎥未満 1基当たり限度額 100,000円

10㎥以上 1基当たり限度額 150,000円

【雨水貯留浸透施設とは】

雨水貯留浸透施設設置補助事業

補助 対 象者

 市販雨水貯留槽（雨水タンク）

 既存浄化槽転用雨水貯留槽

 浸透ます

 浸透管

 浸透側溝

 透水性舗装

市内に土地又は建築物を所有し、又は使用している者

補助対象及び補助金額

 雨水を一時的に貯めたり、地中に浸透させることで、水路や河川への流入を抑え、洪水のリス

クを軽減するための施設です。

 貯めた雨水は、植物への散水や災害時の雑用水などに有効利用できます。

雨水を貯める、しみ込ませる施設の設置にかかる費用を補助します

【お問合せ先】

安城市 土木課河川係 （電話：0566-71-22３９）
（安城市役所 北庁舎３階） ☞詳細はこちら

雨水をしみこませる施設雨水を貯める施設

補助対象要件 設置された雨水貯留浸透施設を7年以上存続させ、維持管理を行うこと。

 補助金の申請額は千円未満が切り捨てとなります

 複数の施設を組み合わせた場合の上限は最大15万円です

 市販雨水貯留槽については、２基までの補助ができます。

 既存浄化槽転用雨水貯留槽の窓口は下水道課（0566-71-2258）です


